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管轄市町村 人口 （人）支部 簡裁
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(令和4年10月1日現在）

72人，弁護士一人当たりの管轄人口・ ・ ・約6, 980人）
71人，同人口・ ・ ・約7, 708人）

（令和4年10月1日現在）

【参考】 (福山地区会の弁護士数．
(同司法書士数・ ・ ・ 。 .

(令和4年10月1日現在）
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尾道

尾道市

三原市(大和町を除く。）

世羅町(|日世羅西町を除く。）

合計

126．932

82，723

11．687

221，342
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’管轄市町村簡裁・地裁 推計人口

呉市 205,888一一今

呉 江田島市 20,931÷

小計 226,819

竹原市 23,016 ÷－－．』

号一・-.-.-．‐竹原 豊田郡（大崎上島町） 6,855

小計 29，871

計
谷
口 256.690

(令和4年10月1日現在）

【参考】

(呉地区会の弁護士数. 。・ ・ ・24人,弁護士一人当たりの管轄人口・ ・ ・ ・10,695人）

(同司法書士数. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・30人，同人口・･ ･ ･8,556人）

（令和4年10月1日現在）
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lX1 :庄原市総領町
I※2:三次市甲奴町 ．

lX3:世羅町のうち旧世羅西町の区域1
1X4:安芸高田市八千代町
lX5:三原市大和町
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’ 管轄市町村支部・簡裁 人口

尾道市 126,932

＜一・・・--－－－． ．．．－－－－－．三原市（大和町を除く）

世羅町

（旧世羅西町を除く）

82,723

11 ，687

尾道
ぐ

合計 221 ,342

(令和4年10月1日現在）

弁護士一人当たりの管轄人口・ ・ ・約12， 297人）

同人口・ ・ ・約6， 917人）

（令和4年10月1日現在）

【参考】 （尾道地区会の弁護士数・

（同司法書士数・ ・ . 。 。
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